
このハガキは、サギです！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

「訴訟」という言葉に 

驚かないで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このハガキに記載されている番号へ電話すると、電子マネー、コンビ

ニ払いや宅配便を使って「訴訟取消の和解金」などを支払うように指示

されます。１千万円以上のお金をだまし取られた高齢者もおります。 

絶対に支払ってはいけません！ 

稚内市消費者センターに相談してください。 

   電話 ０１６２―２３―４１３３ 

   FAX  ０１６２―２３―４１３４ 

期限が迫ってい

るけど・・・ 

このままにして

いても大丈夫なの

かしら？ 

 


